
- 1 - 

令和５年神審第１４号 

裁    決 

漁船Ａ漁具・貨物船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官岸尾光一出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

 受審人ａを戒告する。 

 

理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１０月２日０９時３４分僅か前 

 和歌山県和歌山下津港下津区西方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ       貨物船Ｂ 

  総 ト ン 数 １３.４２トン    １７,０１９トン 

  全    長           １６９.３７メートル 

  登 録 長 １４.９４メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関   ディーゼル機関 
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   出 力           ５,８５０キロワット 

   漁船法馬力数 ７３キロワット 

３ 事実の経過 

Ａは、船体ほぼ中央に操舵室を配し、同室前部中央に舵輪を、その

左舷側にＧＰＳプロッター及び機関遠隔操縦装置を、右舷側にＧＰＳ

プロッター及び魚群探知機をそれぞれ備え、操舵室後方にネットロー

ラーを装備した小型機船底びき網漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ａ

受審人ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船首０.５５メートル船

尾１.５５メートルの喫水をもって、令和４年１０月２日０３時００

分和歌山下津港有田区の係留地を発し、同区西方沖合の漁場に向かっ

た。 

  ところで、Ａの行う底びき網漁は、網口開口板を使用するトロール

漁で、同板に左右各舷から繰り出した直径１２ミリメートル長さ約 

３００メートルのワイヤに直径３２ミリメートル長さ約２３メートル

の合成繊維索を連結したえい網索をつなぎ、網口開口板に直径３２ミ

リメートル長さ約３８メートルの合成繊維索、長さ約３５メートルの

袖網、長さ約１５メートルの身網及び袋網を連結して投網し、約２ノ

ットの速力でえい網するもので、投網後、えい網に約１時間２０分な

いし１時間３０分、揚網に約２０分ないし３０分を要し、１回の操業

に約２時間を要するものであった。 

ａ受審人は、０４時３０分前示漁場に到着して、南方に向けて２回

の操業を行ったのち、０９時００分トロールにより漁ろうに従事して

いることを示す形象物を表示し、複数の僚船と共に北方に向けて当日

３回目の操業を始め、えい網状態となったところで、０９時１３分僅

か前下津沖ノ島灯台から２６９.５度（真方位、以下同じ。）５.４８

海里の地点でえい網を始めることとし、針路を３５３度に定め、  
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２.２ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって

進行した。 

ａ受審人は、甲板員を操舵室左舷側に立たせて見張りに就け、自身

は、舵輪後方に立った姿勢で操船に当たり、０９時２９分下津沖ノ島

灯台から２７５.５度５.５７海里の地点に達したとき、左舷正横後 

４９度１,４８０メートルのところにＢを視認することができ、その

後同船が自船に衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、

操業中の自船を含む漁船群に接近する他船はいないものと思い、見張

りを十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、Ｂに対して警告信号を行わず、間近に接近

しても、衝突を避けるための協力動作をとらずにえい網を続け、０９

時３３分僅か前左舷至近に迫った同船を初めて認め、左舵一杯をとっ

たものの、及ばず、０９時３４分僅か前下津沖ノ島灯台から２７８度

５.５５海里の地点において、Ａは、船首が３２８度を向いたとき、

原速力のまま、その船尾から至近のえい網索にＢの船首が前方から 

８１度の角度で衝突した。 

  当時、天候は晴れで風力１の北東風が吹き、潮候は上げ潮の末期に

当たり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、操舵スタンド、レーダー２台及び電子海図情報表示装

置等を備えた船尾船橋型の鋼製貨物船で、フィリピン共和国籍のｂ船

長ほか同国籍の船員１９人が乗り組み、天日塩２５,０００トンを積

載し、船首９.５５メートル船尾９.８４メートルの喫水をもって、同

月１日１４時５４分宮崎県細島港を発し、和歌山下津港の錨地に向か

った。 

ｂ船長は、翌２日０７時５０分頃和歌山県日ノ御埼南西方沖合で昇

橋して操船指揮を執り、三等航海士を見張りに、甲板手を手動操舵に
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それぞれ就け、レーダー２台を作動させながら同沖合を北上し、０８

時５０分僅か過ぎ下津沖ノ島灯台から２１９.５度９.６６海里の地点

で、針路を３５８度に定め、１１.５ノットの速力で進行した。 

ｂ船長は、０９時２４分僅か過ぎ下津沖ノ島灯台から２６２度  

６.４４海里の地点に至り、錨地に向く０２７度に針路を転じて続航

した。 

ｂ船長は、０９時２９分下津沖ノ島灯台から２６９度６.００海里

の地点に達したとき、右舷船首７度１,４８０メートルのところにＡ

を視認することができ、同船がトロールにより漁ろうに従事している

ことを示す形象物を表示し、船尾からえい網索を延出して低速力で移

動している様子から、漁ろうに従事していることが分かり、その後Ａ

に衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、見張りを十分

に行わなかったので、このことに気付かなかった。 

  こうして、ｂ船長は、Ａの進路を避けることなく進行し、０９時 

３３分僅か前右舷至近に迫った同船を初めて認め、Ａの船尾方を航過

しようとして右舵一杯をとったものの、及ばず、Ｂは、船首が０６７

度を向き、１０.９ノットの速力となったとき、前示のとおり衝突し

た。 

衝突の結果、Ａは、えい網索が折損し、衝突後に転覆したことによ

り、機関に濡れ損等を生じ、のちに廃船処理され、Ｂは球状船首に擦

過傷を生じた。また、ａ受審人及びＡ甲板員が、転覆後に海中に投げ

出されたが、来援した僚船に救助され、ａ受審人が、心的外傷後スト

レス障害を、同甲板員が、両下肢打撲傷をそれぞれ負った。 

 

 （航法の適用） 

本件は、和歌山下津港下津区西方沖合の瀬戸内海において、トロール
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により漁ろうに従事しているＡの漁具と航行中のＢが衝突したもので、

衝突地点付近は、特別法である海上交通安全法が適用される海域である

が、同法には本件に適用される航法規定がないので、一般法である海上

衝突予防法が適用されることとなる。 

本件当時、両船は互いに視野の内にあり、Ａは、トロールにより漁ろ

うに従事していることを示す形象物を表示し、船尾からえい網索を延出

して低速力で移動している様子から、同船が漁ろうに従事していること

が分かる状況であったと認められ、Ｂは、航行中の動力船であることか

ら、海上衝突予防法第１８条の各種船舶間の航法によって律するのが相

当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、和歌山下津港下津区西方沖合において、航行中のＢが、

見張り不十分で、漁ろうに従事しているＡの進路を避けなかったことに

よって発生したが、Ａが、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を

避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。 

 ａ受審人は、和歌山下津港下津区西方沖合において、トロールにより

漁ろうに従事する場合、接近する他船を見落とすことのないよう、見張

りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、操業中の自

船を含む漁船群に接近する他船はいないものと思い、見張りを十分に行

わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近するＢ

に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をと

ることもなくえい網を続けて自船の漁具にＢが衝突する事態を招き、Ａ、

Ｂ両船及びＡの漁具それぞれに損傷を生じさせ、Ａ甲板員を負傷させる

とともに自身も負傷するに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、
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同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和５年１１月２８日 

     神戸地方海難審判所 

          審 判 官  前  田  昭  広 

 

 


